
令和5年3月27日作成

　　令和４年度　　社会福祉施設に対する指導監査結果について

設置者 学校法人　姫路顕栄学園(法人番号8140005013463)

令和4年12月16日監査実施日

文書による指摘事項の有無 有

（本市監査対象外）

施設名 幼保連携型認定こども園
聖ミカエル広畑幼稚園

文書による指摘内容 改善状況

　平日の開園時間（７時）において、有資格者である教育・保育従事者（園
長を除く。）が１名、無資格者が１名の配置となっている日が散見される。
児童数に応じた年齢別の配置基準に留意しつつ、姫路市幼保連携型認定こど
も園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第１８条
第３項の規定に基づき、常時有資格者２名以上（有資格者である園長を除
く。）を配置すること。

1 改善済

令和5年3月20日現在


